
森 町 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 （要旨）

会 議 名 令和３年２月森町教育委員会定例会

開 催 日 時 令和３年２月24日（水） 13時30分

会 場 森町文化会館 第３研修室

出 席 委 員 教育長 比奈地敏彦
委 員 井口 始
委 員 村松加代子
委 員 鈴木眞子
委 員 早馬保男

出 席 者 学校教育課 課長 塩澤由記弥 社会教育課 社会教育課長 松浦博
課長補佐 小坂一郎 課長補佐 三澤由紀子
課長補佐 岩井秀司 社会教育係長 中村美幸
学校教育係長 土屋智也乃
庶務係長 石黒智己

傍 聴 者 なし

１ 開 会

教 育 長 委員の出席を確認し、開会を宣告。

２ 前回会議録の承認

教 育 長 事前に配付してある前回定例会の会議録について、質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。

教 育 長 前回定例会会議録の承認を宣し、教育長の報告を行う。

３ 教育長の報告

教 育 長 ２月に開催及び出席した各種会議等について報告する。
１日･課長会議 (町長訓示)

･園長・校長会 (郷育７ 指示事項)
８日･総務課関連打ち合わせ(人事追加募集２次面接 面接結果を受けて情報交換)
９日･校長面接 (人事評価制度に基づく面接 ※午前中８校）
10日･オンラインによる臨時校長会(懲戒処分多発による非常事態を受け止めて)
15日･課長会議 (町長訓示)

･３役調整会 (庁内人事について①)
･静教組本部役員来庁(退任挨拶 情報交換等)
･給食連絡協議会 (本年度の振り返りと次年度の給食運営について)

16日･小学校統合準備会(第６回目 ※最終回)
17日･男女共同参画推進協議会(中間フォロー アンケート調査の分析等)
24日･３役調整会 (庁内人事について②)

･森町教育委員会 (２月定例教育委員会)
･総合教育会議 (本年度の森の教育の振り返り)

25日･議会全員協議会 (案件３件①実習棟改修事業②第８期介護保険料③住もうよ森町新
婚さん応援金について）

教 育 長 教育長の報告について、質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。



４ 付議する案件
【議 事】

教 育 長 議事について事務局に説明を求める。
議第26号について説明を求める。

庶 務 係 長 議第26号 森町立小・中学校児童生徒の通学学校指定規則の一部改正について
森町立小・中学校児童生徒の通学学校指定規則の一部を改正する規則を制定したく、教

育委員会の議決を求める。改正の理由は、令和３年４月１日に森町立三倉小学校、森町立
天方小学校並びに森町立森小学校の学校統合することに伴い通学学校指定区域の変更があ
り、所要の改正を行う必要がある。改正の内容は、第2条で規定する別表１と別表2の三倉
小学校と天方小学校の文言を削除し、森小学校の通学学校指定区域に追加する。

教 育 長 以上について質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。

教 育 長 議第27号について説明を求める。

庶 務 係 長 議第27号 森町学校給食運営規則の一部改正について
森町学校給食運営規則の一部を改正したく、教育委員会の議決を求める。改正の理由は

令和３年４月１日に森町立三倉小学校、森町立天方小学校並びに森町立森小学校の学校統
合することに伴い給食調理を実施する対象校が変更になるため、所要の改正を行う必要が
ある。改正の内容は、第3条で規定する別表を改正し、森町立三倉小学校と森町立天方小
学校の文言を削除、また森町立森幼稚園の学校給食施設を宮園小学校調理場に変更する。

教 育 長 以上について質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。

教 育 長 議第28号について説明を求める。

庶 務 係 長 議第28号 森町教育委員会公印規程の一部改正について
森町教育委員会公印規程の一部を改正したく、教育委員会の議決を求める。改正の理

由は、令和３年４月１日に森町立三倉小学校、森町立天方小学校並びに森町立森小学校の
学校統合することに伴い、森町立三倉小学校と森町立天方小学校の公印を廃止するため、
所要の改正を行う必要がある。改正の内容は、第3条で規定する別表に記載のある森町立
三倉小学校と森町立天方小学校の公印を削除する。

教 育 長 以上について質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。

教 育 長 議第29号について説明を求める。

学校教育課 議第29号 令和３年３月補正予算の提出について
小坂課長補佐 令和３年３月補正予算を森町議会に提出したいので、教育委員会の議決を求める。

歳出について説明する。令和3年度宮園小学校において特別支援学級が１学級増級になる
予定のため、4月までに増級分の教室の備品消耗品施設の整備の必要がある。1,635千円を
計上している。

社会教育課長 社会教育課の文化会館管理運営費の6,500千円の減額について、予定されていた13公演
が中止となった。ポスター等の印刷代等かかった費用を除いた金額を減額補正する。

教 育 長 以上について質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。

教 育 長 議第30号について説明を求める。非公開とする。



学校教育係長 議第30号 準要保護の認定について

委 員 全 員 承認。

【報告事項】

教 育 長 報告事項の報第51号について説明を求める。

学校教育係長 報第51号 森町立幼稚園預かり保育実施要綱の一部改正について
改正内容として延長預かり保育について用語の定義を追加した。利用人数の増加が見込

まれるため園田幼稚園の定員を20名から40名に、森幼稚園の定員を30名か40名に改める。
延長預かり保育の時間を午後5時から午後6時まで時間を追加したもの。

教 育 長 以上について質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。

教 育 長 報告事項の報第52号について説明を求める。

庶 務 係 長 報第52号 三倉地区・天方地区児童生徒通学バス定期券及び回数券交付要綱の一部改正
について
三倉小学校天方小学校と森小学校の統合に伴い森小学校に通う、三倉小学校、天方小

学校に関係する部分について削除し、森小学校に通学する生徒のうち三倉地区天方地区
の生徒児童に対して通学用バス定期券及び回数券を交付する。対象地区を明確にするた
め、三倉地区、天方地区に該当する大字を記載した。要綱を令和3年4月1日からの改正を
する。

教 育 長 以上について質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。

教 育 長 報告事項の報第53号について説明を求める。

社会教育課 報第53号 森町地域学校協働活動推進員設置要綱の制定について
課 長 補 佐 地域学校協働活動推進員は地域住民と学校との連絡調整役、コーディネーターであ

り、地域学校協働活動を進める多くの学校や学校区に配置されている。現在町内各学校
におけるボランティアの手配や調整は教頭先生が行っているが、学校や地域に精通して
いる方を推進員として委嘱しその役割を担ってもらうことで、先生の負担軽減と継続的
な活動が期待されている。森町では令和3年度から学校運営協議会が設置される、旭が丘
中学校、飯田小学校、宮園小学校に各校1名の配置を考えている。令和4年度には森中学
校区にも配置をする予定となっているが、学校区が三倉地区、天方地区、森地区を含む
ため広域になり、地域学校協働活動推進員の人数については適当な人数を今後検討して
いく。なお、森町学校協働活動推進員は学校運営協議会委員にもなる。

教 育 長 以上について質疑を求める。

井 口 委 員 学校運営協議会委員との役割の違いは、また、学校評議員との関係はどうか。

社会教育課 森町地域学校協働活動推進員の活動については、週１回程度学校に出向いて学校から
課 長 補 佐 の要請によりボランティアの手配などコーディネーターとして地域の人材を繋ぐ活動を

する。そして、学校運営協議会委員としては、年間3回程度の会議に出席をする。それ以
外は森町地域学校協働活動推進員として地域のとりまとめの役割を担う。学校運営協議
会や学校から出た要望等を、推進員が地域へ伝え活動に繋げる。

委 員 全 員 他に質疑なく承認。

教 育 長 報告事項の報第54号について説明を求める。



社会教育課 報第54号 森町放課後子ども教室運営委員会設置要綱の全部改正について
課 長 補 佐 現在、三倉小と天方小で実施している放課後子ども教室を実施するに当たり運営委員

会を設置している。保護者や地元の要望を受け学校統合後の放課後子供教室開催方法を
統合準備会で検討してきた。その結果、統合後の森小学校の中の三倉地区天方地区の児
童を対象に毎週水曜日に三倉・天方合同で現在の天方小学校で実施する。そのために要
綱を見直し、併せて字句等を直すため全部改正とする。

教 育 長 以上について質疑を求める。

委 員 全 員 質疑なし承認。

５ 連絡事項

教 育 長 連絡事項について、説明を求める。

庶 務 係 長 次回３月の臨時会は、３月１日(月）午後3時00分から開催予定。定例会は3月23日(火)
午後1時30分から実施する。
・総合教育会議の開催について
・令和２年度卒業式、令和３年度入学式出席者について
・会議終了後「森の教育｣について内容の確認を依頼する。

６ 閉 会

教 育 長 以上で本日の日程を終了し、閉会とする。
14時28分閉会

上記のとおり、会議の顛末を記録し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

署 名 人 教 育 長

委 員

委 員

委 員

委 員

事 務 局


